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耐震ベッド・耐震シェルターの助成制度
耐震ベッドとは

耐震シェルターとは

助成制度の内容

　耐震ベッドの置かれた空間のみを補強し、地震により住
宅が倒壊しても安全な空間を確保するものです。
　地震時に避難が困難な方にとって、寝たまま安全を確保
するものです。	 ※１階設置が条件です。

【対象となる耐震ベッド】
名 称 会 社 名 連 絡 先 ホームページアドレス

ウッド・ラック（WOOD-LUCK） 新光産業株式会社 ☎ 06-6745-2820 http://www.shinkosangyo-as.com/
防災ベッド 標準型BB-002 株式会社ニッケン鋼業 ☎ 0544-58-8336 http://ns-kougyo.co.jp
安心防災ベッド枠Ａ フジワラ産業株式会社 ☎ 06-6586-3388 http://www.fj-i.co.jp
安心防災ベッド枠Ｂ フジワラ産業株式会社 ☎ 06-6586-3388 http://www.fj-i.co.jp
耐圧ベッドルーム型 シェルター 株式会社エヌ・アイ・ピー ☎ 03-3823-6220 http://www.bbk-nip.jp

名 称 会 社 名 連 絡 先 ホームページアドレス
木質耐震シェルター 株式会社一条工務店 ☎ 0120-422-231 http://ichijo.jp
木造軸組耐震シェルター「剛建」 有限会社宮田鉄工 ☎ 0587-37-1569 http://www.taishin-shelter.co.jp
シェルキューブ 株式会社デリス建築研究所 ☎ 03-3287-2011 http://www.delis-archi.co.jp
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　居住室の内部を鉄骨や木材で補強し、地震により
住宅が倒壊しても安全な空間を確保するものです。
　地震時に避難が困難な方にとって、そのまま部屋
で過ごすことができます。
　生活の中心となる部屋に設けることが望ましい
です。	 ※１階設置が条件です。

【対象となる耐震シェルター】

《補助要件》
●平成12年５月以前に建築された木造住宅
●耐震診断の結果、評点1.0未満と診断された住宅
●応募者多数の場合は高齢者、障がい者を優先します
《補助率と補助額》
●	耐震ベッド、耐震シェルター設置工事の６分の５以
内の額
●補助対象額40万円（補助限度額は33.2万円）
※補助対象には、耐震ベッド・耐震シェルター
　の設置費、運搬費等を含みます。 《申込期日》 令和５年１月３１日（火）

<設置工事の費用が40万円の場合>

住宅所有者　40万円

補助金の合計
3 3 万 2 千 円

補助金を活用すると

国
13.3万円

県
13.3万円

町
6.6万円

住宅所有者
6.8万円
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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、バス・タク
シー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、１冊目は年間１万２,000円分を助成券で交付します。
　②２冊目以降は同様のものを、8,000円で販売します。
　③利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　令和5年3月末までです。

対象者
　●町内に住民登録を有する75歳以上の方
　  （昭和23年4月1日以前に生まれた方）

ご利用方法
　①利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に
　　「利用者証」を乗務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎22・3366 愛あいケアタクシー ☎20・1090
川上タクシー ☎24・0200 印南交通 ☎42・0105
中紀河南タクシー ☎24・1001

南部タクシー ☎0739・
　72・2133港タクシー ☎65・3100

介護タクシーふくしん ☎20・5272

熊野御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者外出支援事業

【お問い合わせ】いきいき長寿課�☎６３・３８０７

　住民基本台帳法第11条第３項および第11条の２第12項、住民基本台帳の一部の閲覧および住民票の
写し等の交付に関する省令第３条の規定に基づき公表します。（年１回）

（対象期間と件数）令和３年４月１日～令和４年３月３１日までに閲覧した件数（２件）
請求機関の名称または申出者の氏名 請求事由・利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

　自衛隊和歌山地方協力本部長 陸上自衛隊高等工科学校の
生徒の募集に伴う広報

令和3年
4月26日

平成18年4月2日～平成19年4月
1日生まれの男（日本人住民）

和歌山県教育庁生涯学習局スポーツ課
和歌山県教育庁生涯学習局スポーツ課長

和歌山県民のスポーツ生活に関する
アンケート調査実施のため

令和3年
8月12日

日高町全域
20歳以上の男女

住民基本台帳の閲覧状況を公表します
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